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プレスリリース

令 和 ６ 年 ４ 月 ２ ４ 日

国土交通省 東北運輸局 青森運輸支局

一般貨物自動車運送事業者に対し輸送施設の

使用停止命令等を発しました。

令和５年４月４日、下記事業者の本社営業所で選任する運転者が、酒気を帯び

た状態で事業用トラックを運転した事実が発覚したことから、同年６月２１日に

東北運輸局及び東北運輸局青森運輸支局は下記事業者に対し監査を実施しまし

た。その結果、貨物自動車運送事業法等関係法令に違反している事実が認められ

たため、東北運輸局長は輸送施設の使用停止命令等を発しましたのでお知らせし

ます。

なお、命令書の交付については、本日、青森運輸支局において行いました。

記

１．行政処分等対象事業者及び営業所

事業者：有限会社 成弘運輸 代表取締役 木村 省二

（法人番号：７４２０００２０１２３０９）

青森県つがる市柏桑野木田千年２２５－３１

営業所：本社営業所

青森県五所川原市金木町中柏木鎧石３７２－１６

２．行政処分等年月日 令和６年４月１６日

３．行政処分等の概要

（１）事業用自動車の使用停止処分（４０日車）

令和６年４月２４日から令和６年５月１３日まで （２両×２０日）

（２）文書警告

【裏面に続く】



４．違反の概要

（１）事業計画で定めていない営業所で業務を行っていた

（貨物自動車運送事業法施行規則第２条第１項第２号）

（２）業務の記録義務違反

（貨物自動車運送事業輸送安全規則第８条）

（３）運行記録計による記録義務違反

（貨物自動車運送事業輸送安全規則第９条）

（４）運転者に対する指導監督義務違反

（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１０条第１項）

（５）点呼の記録義務違反

（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条第５項）

以 上

《問い合わせ先》

東北運輸局 青森運輸支局 輸送・監査部門

担当：三浦、渡邉

℡：０１７－７３９－１５０１

（ダイヤルイン「３」）


